
 

回覧 

 

計量器の定期検査を実施します 

 

 取引や証明に使用する計量器は、２年に１回、定期検査を受けるよう義務付けられています。 

 下記の日程で検査を行いますので、該当する計量器をお持ちの人は受検されますようお願いしま

す。 

 

【検査日時】    １０月２日（水）午前９時～午後４時００分 

（１２時から１３時までは除く） 

 

【検査場所】    農村環境改善センター 玄関前 

 

【持ってくる物】   計量器、手数料（１台あたり５００円～２２００円） 

 

【検査対象計量器】 商店などで商品の売買に使用するはかり 

農協、漁協など流通物資の集荷、出荷などに使用するはかり 

農業、漁業などの生産者が生産物などの売買に使用するはかり 

宅配など運送業者などが貨物の運賃算出用に使用するはかり 

病院、薬局などで使用している調剤用のはかり 

学校、病院、保育園などで使用している体重測定用のはかり 

取引または証明に使用できるはかり 

 

 

 

 

検定証印    基準適合証印 

 

 

 

 

 取引または証明に使用できないはかり 

 

 

 

 

 

家庭用計量器を示すマーク 

 

 

 

 

 

（問い合わせ先） 

一般社団法人 熊本県計量協会（☎096-367-7816） 

熊本県産業技術センター計量検定グループ（☎096-368-2101） 

湯前町役場 企画観光課（☎0966-43-4129） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種  類 手数料 

天 び ん ６００円 

種  類 手数料 

手動指示併用はかり ５５０円 

種  類 手数料 

等比皿手動はかり ６００円 

種  類 手数料 

電気式 

秤量１００kg 以下 １,４００円 

秤量２５０kg 以下 １,８００円 

秤量５００kg 以下 ２,２００円 

種  類 手数料 

指 示 

秤量１００kg 以下 ５００円 

秤量２５０kg 以下 ９００円 

秤量５００kg 以下 １,５００円 

種  類 手数料 

手 動 

秤量１００kg 以下 ５００円 

秤量２５０kg 以下 ９００円 

秤量５００kg 以下 １,５００円 

不 等 比 ５００円 

おもり（５個） ５０円 

分銅（５個） ５０円 

種  類 手数料 

棒 は か り ２５０円 

種  類 手数料 

直 線 目 盛 ２５０円 


